別記様式第4号(第2条関係)
回数券
表紙（表紙）
	年　　月　　日


北見市温根湯温泉多目的センター
　　　　　　　　　　　　　　個人使用回数券






表紙（裏紙）
	１　本券は、一枚につき一回限り有効です。退館すると当該券は無効となります。
２　本券の払戻し又は通貨との交換はいたしません。
３　本券は汚損、紛失等によって生ずる損害の補償はいたしません。
４　本券を左右に切り離すと無効となります。




回数券
	№　　　
北見市温根湯温泉多目的センター
回数券領収書
	№　　　
北見市温根湯温泉多目的センター
回数券領収書控

	（使用料区分）
（金額）

上記金額を正に
領収しました。
	領収印
	
	





	年　月　日
	

	
	


	
	
	
	

	発行日　　　　年　　月　　日
有効期限　発行日から起算して１年とする。

北見市長
	


北見市長



	個人使用回数券控
	個人使用回数券

	
	許可年月日
	
	
	
	許可年月日
	
	

	必ず回数券領収書を提示してください。
回数券領収書と回数券を切り離すと、その回数券は無効となります。
北見市長
	


北見市長



備考
使用料区分は、高校生、大学生、高齢者及び一般とする。

